
平成２８年度第４回 

山陽小野田市公立大学法人評価委員会会議 

 

評価委員会の役割  

 

評価委員会は、公立大学法人に対して下記 i）のような考え方をそれ

ぞれ定めた上で、 i i）の手順により評価を実施し、 i i i）によりその結果

の公表と活用を行います。  

 

i）評価の基本的な考え方  

a 評価委員会の主な役割、趣旨  

b 事業年度評価、中期目標期間評価、暫定評価等の実施時期  

c 評価の目的、基本方針、実施方針、留意事項  

d 評価に当たっての留意点、基本的な考え方  

e 評価の方法の継続的な見直し  

 

ii）評価の実施内容と手順  

a 評価の実施体制  

b 法人による自己評価と評価委員会の評価  

c 項目別評価と全体評価の実施方法  

d 評価の進め方と手順、評価スケジュール  

e 評価の基準、評価結果の決定基準  

f 評価結果（案）に対する法人の意見の申出機会の設定  

 

iii）評価結果の活用と対応  

a 評価結果の取扱い及びその活用  

b 評価結果の通知及び公表等  

c 法人との意見交換及び設立団体の長への意見と法人への勧告  
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